
☆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *☆  

 

ニッセイ メール配 信サービ ス（メル マガ）  

                 

   【 メルマガ 内容】  

 

      ＤＢ 基金（  ）   Ｄ Ｂ規約（  ）   ＤＣ   （  ）    

厚年基金 （  ）   会計基 準（  ）   その 他  （〇 ）  

 

      【 タイトル 】 第２４ 回社会保 障審議会 年金部会 の  

開催につ いて  

☆ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *☆  

 

平素より 当社社業 につき格 別のご高 配を賜り、厚く御 礼 申しあげ ます。 

 

厚生労働 省は 2 0 2 4 年 1 2 月 2 4 日 (火 )、第 2 4 回社会保障審 議会年金 部  

会を開催 しました 。  

今回の部 会 では、以 下議事に ついて議 論が実施 されまし た (第 1 回部会

( 2 0 2 2 年 1 0 月 2 5 日 )から 重ねて きた 議論を包 括した 内 容です )。  

・社会保 障審議会 年金部会 における 議論の整 理（案） について  

 

当部会の 資料及び 音声のア ーカイブ 配信ペー ジについ ては、以 下の厚  

生労働省 H P に掲載 されて い ます。（ 音 声のアー カイブ配 信は、議 事録  

掲載後に 停止）  

h t t p s : / / w w w. m h l w. g o . j p / s t f / s h i n g i 2 / n e n k i n _ 2 0 2 4 1 2 2 4 . h t m l  

 

１．社会 保障審議 会年金部 会におけ る議論の 整理（案 ）につい て  

(厚生労 働省 H P 掲 載  当部 会資料 1 を基に、 以下記述 ）    

 

Ⅰ．はじ めに  

（１） 2 0 2 4 (令和 6 )年財政検 証  

・ 2 0 2 4 年は、 5 年 に 1 度の財政検 証 を行う年 ( 2 0 2 4 . 7 . 3 結果を公

表 )  

・ 1 人当たり成 長率 をゼロと 見込んだ ケースを 除き、所 得代替率  

5 0 %の給付 水準を 、 今後概ね 1 0 0 年に わたり確 保できる ことを  

確認。  

  ・ 一 方 、 基 礎 年 金 の マ ク ロ 経 済 ス ラ イ ド 調 整 を 3 0 年 以 上 継 続    

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241224.html


するケー ス ( * )では 、基礎年 金の 相 対的 な水準が 低下する 見通し

である。  

( * )過去 3 0 年の状況 を反映し た経済 前 提    

（２）次 期年金制 度改革の 方向性  

 こ れまで の議論 を 踏まえ、 以下の方 向性を共 有。  

①ライフ スタイル 等の多様 化 反映・働 き方に中 立的な制 度の構築  

②高齢期 の経済基 盤の安定 や所得保 障・再分 配機能の 強化  

 

Ⅱ．次期 年金制度 改革等  

（１）被 用者保険 の適用拡 大  

 ・ 短時間 労働者 へ の適用拡 大  

    ～企 業規模要 件、賃金 要件 は撤 廃の方向 性で概ね 一致  

 ・適用 事業所の 拡大   

   ～常時 5 人以 上の個人 事業所に おける非 適用業種 は解消の 方    

   向 性で概ね 一致   

   （２） いわゆ る 「年収の 壁」と第 ３号被保 険者制度  

      ① いわゆる 「 1 0 6 万円の壁 」へ の制度的 対応  

    ・ 一定の収 入以下の 労働者の 保険料負 担の免除 および負 担免除

による将 来不利益 の回避   

     ～慎重な 意見多数 (「年収 の 壁」を理由 とする 本 人負担免 除に  

理なしと の意見も あり )  

    ・ 保険料負 担の発生 や手取り 収入の減 少回避の ために就 業調整  

を行う層 に対して 、 労使折 半原則を 修正して 、事業主 負担の  

割合を増 加させる 特例   

     ～時限的 ・特例的 に検討し 得るとい う意見の 一方、労 使折半

原則堅持 や個別企 業間の格 差惹起の 観点から、 慎重・ 反対

意見もあ った。  

    ②第 3 号 被 保険者制 度  

    ・第 3 号 被 保険者 制 度の縮小 ・見直し に向けた 方向   

     ～就労し ている第 3 号被 保 険者を第 2 号被保 険者とし て厚生  

年金に加 入する途 を開くこ との認識 は当部会 でも共有 する  

も、広く 国民的議 論の場も 必要であ り、引き 続きの検 討 が  

必要であ るとの認 識を共有 。  

 （ ３）在 職老齢 年 金制度の 見直し  

   ・高 齢者の 活 躍を後押 しし、で きるだけ 就業を抑 制しない 、    

    働 き方に 中 立的な仕 組みとす る観点  

   ～現 行の在 職 老齢年金 制度見直 しで概ね 意見一致 。 ただし 支  



給停止基 準額 (現行 5 0 万円 )の引上 げか 、 (そも そも )廃止 と

するかな ど 、特定 の方向に はまとま らず、引 き続き検 討。  

 （ ４）標 準報酬 月 額の上限 の見直し  

   ・厚 生年金で は 2 0 2 4 年時点で標 準報酬月 額の上限 等級 ( 6 5 万  

円 )に該 当する 者の 割合が 6 . 5 %で、 男 性では最 頻値  

     ～ 負担能力 に応じた 負担を求 める観点 からも 、新 たな上限 等  

級の追加 で概ね意 見一致。  

（５）基 礎年金の マクロ経 済スライ ドによる 給付調整 の早期終 了  

    ・過去 3 0 年の 状況を投 映した経 済前提で は、報酬比 例部分 ( 2     

    階 )の 給付調 整が 2 0 2 6 年度終了 見込みで ある一方 、基礎年  

金 ( 1 階 )の給付 調整 は 3 0 年以上続き 、給付水準 は 長期に わ  

たり低下 する見込 み 。  

       基 礎年金 の 給付調整 を早期に 終了させ る方法と して、報 酬  

比例部分 ( 2 階 )との 調整期間 を一致さ せ、公的 年金全体 と  

して給付 調整を早 期に終了 させる。  

     ～国民共 通の基礎 年金が将 来にわた って一定 の給付水 準を確  

保するこ との重要 性につい ては、概 ね意見一 致。    

一方、厚 生年金 の被 保険者や 事業主の 理解が得 られるの か、  

基礎年金 水準の上 昇に伴う 国庫負担 金の増加 に対 する 財源  

確保の見 通しが曖 昧、被用者 保険の 適用拡大 が優先さ れる  

べきなど の指摘も 多々あり、 部会と して意見 はまとま って  

いない。  

 （６） 高齢期よ り前の遺 族厚生年 金の見直 し等  

     ・子のな い配偶者 に対する 遺族厚生 年金は、 死別時に 3 0 歳  

以上の妻 に終身の 給付や中 高齢寡婦 加算 ( 4 0 歳以上 6 5 歳  

未満 )が ある一 方、 5 5 歳未満の夫に は受 給権が発 生せず、  

制度上の 男女差が 存在。  

     ・男 女と も原則 5 年間の有 期給付と して、所 得状況や 障 がい  

の状態に よっては 、その後も 継続給 付を受給 できるこ とと  

する方向 。  

  （７） 年金制 度 における 子に係る 加算等  

        ・ 子に係 る加算と しては、 障害基礎 年金・遺 族基礎年 金の子  

に係る加 算や老齢 厚生年金 の加給年 金がある が、第 3 子以

降の加算 額は第 1 子・第 2 子 への加 算 額に比べ て少ない 。  

     ～第 1 子 ・第 2 子と同額と なるまで第 3 子以 降の支給 額を  

増額し、 子の人数 に関わら ず一律の 給付とす ることに つ  

いては意 見が一致 。   



     ・配偶 者 加給年金 について は、その 役割が縮 小してい る。  

         ～ 将来 的 な廃止も 含めて見 直しで意 見が一致 。  

（８）そ の他の制 度改正事 項  

   ① 納付猶予 制度の延 長  

②高齢任 意加入の 適用延長      

    ③ 離婚時の 年金分割 の請求期 限の延長  

④遺族厚 生年金の 受給権者 の 老齢年 金につい て、 一定 の条件  

のもと繰 下げ受給 の申出を 認容  

⑤再入国 許可付き で出国し た 外国人 への脱退 一時金不 支給  

(老齢給 付の被 保険 者期間の 継続 )  等  

  

（９）今 後検討す べき 残さ れた 課題  

      ① 基礎年金 の拠出期 間の延長 ( 4 5 年化 )    

②障害年 金に関す る種々の 論点整理 ・議論  

 

＜今回年 金部会に おける主 な ご意見 ＞  

  ・今回 はこれま での議論 の整理・ 総括的な 内容であ ることか ら、各  

委員から は、以前 の部会の 要旨およ び (資料 の )趣旨や ニ ュアンス  

の確認、 文言や表 現の補足 ・修正提 案、今後 の議論の 在り方等 に  

関する提 言が主で ありまし た。  

   ➡文 言等修正 後の資料 登載 U R L  

      h t t p s : / / w w w. m h l w. g o . j p / s t f / n e w p a g e _ 2 0 2 4 1 2 2 5 . h t m l  

  

以上の改 正案につ いて 、厚 生労働省 は 与党 およ び関係各 方面 と調 整の  

うえ、 2 0 2 5 年通 常 国会での 法案提出 、成立を 目指すこ とが、年 金局  

長から表 明されま した 。   

 

 

 

 

※ 「 障 害 」 の 表 記 に つ い て 、 当 社 で は 「 障 が い 」と 表 記 す る こ と を 原 則 と し て  

お り ま す が 、本 メ ー ル マ ガ ジ ン に お い て は 、法 律 、政 令 、規 則 等 の 法 令 で 用  

い ら れ て い る 用 語 や 特 定 の 固 有 名 詞 に つ い て は「 障 害 」と そ の ま ま 表 記 し て  

い ま す 。  

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20241225.html
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